
質問に対する回答（令和６年 11 月 25 日現在） 

No. 質問 回答 

１ ５年間の契約期間満了時には、契約の更新は可能でしょうか。 県は選定された事業者（以下、「選定事業者」という。）と定期建物賃貸借契

約を締結することとしています。 

同契約は期間の満了に伴い終了し、更新はありませんが、同契約期間の事業実

績や運営状況を鑑み、県と選定事業者との協議の上、５年を超えない範囲で再

契約を締結する場合もあります。 

 

 


